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Ⅰ 独立行政法人改革等の基本的な方向性 

○ 独立行政法人制度は、平成 13 年 1 月の中央省庁等改革の一環として、行政における

企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一方で、実施部門

に法人格を与え、運営裁量を与えることにより、政策実施のパフォーマンスを向上させ

ることを目的として導入された。 

○ 独立行政法人は国の政策を実現するための実施機関として、これまで各方面で成果を

あげている一方、様々な問題点が指摘されたことから、第１次安倍内閣において、全て

の独立行政法人を対象とした制度・組織全般にわたる改革に着手した。それ以降、様々

な議論・検討が行われ、制度全般の改革に係る法案も２回国会に提出されたが、審議未

了のまま廃案となるなど、独立行政法人改革には今日に至る長い検討経緯がある。 

このため、今回の改革は、今までの改革の集大成として実現を図る必要がある。 

○ 今回の改革の目的は、独立行政法人制度を導入した本来の趣旨に則り、大臣から与え

られた明確なミッションの下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な

運営、適切なガバナンスにより、国民に対する説明責任を果たしつつ、法人の政策実施

機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担の明確化、民間能力の活用などにより官

の肥大化防止・スリム化を図ることである。 

   このため、 

・組織・運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対

する法令遵守を的確に果たさせる 

・制度本来の趣旨から逸脱した一律・硬直的な運用は見直し、多種多様な各法人の特

性を踏まえた制度・運用とする 

・数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合の

みを実施するとともに、きめ細やかに事務・事業を見直す 

・各法人の業務類型（金融、公共事業執行等）の特性を踏まえたガバナンスを整備す

る 

との観点から、運用を含めた制度及び組織の見直しについて、講ずべき措置を取りまと

めた。 

○ また、国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となるこ

とが必要不可欠か否かを検証し、国の事業を独立行政法人に移管した上で特別会計を廃

止するなど、講ずべき措置を取りまとめた。 

○ 今後、この改革に必要な措置を速やかに講じ、新たな制度・組織の下で、法人の有す

る政策実施機能が十全に発揮され、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成

長や国民生活の向上に最大限貢献することにより、これまでの集大成としての改革が実

現するよう、政府が一体となって取り組んでいくこととする。 
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Ⅱ 独立行政法人制度の見直し 

Ⅰの基本的な方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて、以下の措置を講ずる。 

 

１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類 

独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人

分類を設けておらず、多くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政

策実施機能の強化を図り、適切なガバナンスを構築していくため、法人の事務・事業の

特性に応じ、法人を分類することが必要である。 

具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、

業務運営における法人の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与

える影響の度合い等を基に、法人を以下の３つに分類し、各分類に即したガバナンスを

構築する。 

① 中期目標管理により事務・事業を行う法人 

国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理によ

り高い自主性・自律性を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型

の法人」という。） 

② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応

した特有の中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務とし

て行う法人（以下「研究開発型の法人」という。） 

③ 単年度の目標管理により事務・事業を行う法人 

国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に

執行することを目的とし、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、国の単年度

予算管理と合わせた単年度の目標管理により事務・事業を行う法人（以下「単年度

管理型の法人」という。） 

法人の役職員の身分については、法人に高い自主性・自律性を発揮させた業務運営を

行わせることにより国民向けサービスの質の向上、業務の成果の最大化を実現するため、

財務・会計面における運用と同様、人事・給与面での柔軟かつ弾力的な運用ができるよ

う、非公務員とする。 

ただし、単年度管理型の法人は、その行う事務・事業が国の行政事務と一体的な進行

管理により確実・正確な執行が求められ、その業務の停滞は、国民生活又は社会経済の

安定に直接かつ著しい支障を及ぼすことから、争議行為の禁止など国家公務員と同様の

厳しい服務を適用するため、その役職員は国家公務員とする。 

中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人のガバナンスは以下の２．から４．に記

載するとおりであり、評価主体の変更や内部ガバナンスの強化などの事項は研究開発型

の法人にも適用するが、研究開発業務に特有の目標管理の仕組みの導入など研究開発型

の法人に固有の事項は、５．で後述する。 
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２．PDCA サイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築 

法人が政策実施機能を発揮する上で、主務大臣の下での政策の PDCA サイクルが十分

に機能することが必要である。この PDCA サイクルを強化する観点から、主務大臣自ら

が業績評価を行うこととする。その際、主務大臣による評価等の客観性や政府全体とし

ての整合性を確保するなどのため、外部から点検する仕組みを導入する。 

 

(1) 効率的かつ実効性のある評価体制の構築 

○ 主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。これにより、主務大臣の下

での政策の PDCA サイクルを強化するとともに、評価手続の効率化を図る。 

○ 主務大臣は、業績評価の結果、成果が不十分、事務・事業が非効率であることに

より目標が達成できないおそれがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命

令することができるようにする。 

○ 主務大臣は、政策の実施部門である法人の業績評価結果を政策の企画立案部門で

ある国の政策評価及び政策への反映に活用する。また、政策評価の結果を当該政策

体系下の実施部門である法人の業績評価及び法人の組織や事業の見直しに活用する。 

 

(2) 目標設定及び業績評価の在り方 

○ 総務大臣は、法人の業務の特性や類型を踏まえて、目標設定及び業績評価に関す

る政府統一的な指針（基準や評語等）を策定する。 

主務大臣は、法律や総務大臣が策定する指針に基づき目標設定を具体的に行うと

ともに、毎年度、評価事務の効率化にも配慮しつつ、適正かつ厳正に業績評価を実

施する。また、主務大臣は、目標案又はその変更案を作成する際には、法人と十分

に意思疎通を図るものとする。 

○ 法人は、業績評価結果を活用し、主務大臣から指示された目標の達成に向け、計

画の見直しなど必要な業務運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を

毎年度公表する。主務大臣は、業績評価結果を、中期目標期間終了時における業務

及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間における目標設定や予算要求など

の際に活用する。 

 

(3) 法人分類に応じた評価手続の整備 

① 中期目標管理型の法人における評価手続 

○ 中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前

年度までの業績及び最終年度の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。 

○ 主務大臣は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの

際には、業務継続の必要性の検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め

組織の在り方についても必ず検討を行い、所要の措置を講ずるとともに、検討結

果及び講ずる措置内容を公表する。 
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② 単年度管理型の法人における評価手続 

○ 主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施する

という単年度の目標管理の仕組みを基本とする。 

○ 主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に

加え、中期的にも評価を実施する。 

 

(4) 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等 

○ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単

年度管理型の法人にあっては、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率

化に関する評価結果）を点検し、必要と認める場合には、主務大臣に対して意見を

述べることができることとする。 

○ さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる

見直し結果及び講ずる措置内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣

総理大臣に対する勧告事項についての意見具申ができることとする。また、法人の

見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関係部門は適切に連携を図る

ものとする。 

○ 第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調

査審議し、総務大臣又は主務大臣に対して意見を述べることができることとする。 

○ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検

等の業務を行う場合には、総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を

活用する。 

 

３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入 

法人の長の下での自律的な PDCA サイクルを機能させるため、役員の責任の明確化や

監事の機能強化、再就職規制の導入等により内部ガバナンスの強化を図る。 

また、主務大臣の関与が限定されたものにとどまっている現行制度を見直し、法人の

自主性・自律性に配慮しつつ、事後的に適正な関与を及ぼすことができることとする。 

 

(1) 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化 

○ 監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等について

の主務大臣等への報告及び監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事

監査の指針や会計監査の指針を見直すほか、監事向けの研修・啓発の実施、主務大

臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・第三者機関等との連携

強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるための運

用面での取組についても充実させることにより、監査の質の向上を図る。 

○ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。 

○ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義

務と責任を明確化する。 

○ 中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応さ
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せるとともに、監事の地位や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮す

るため、監事の任期を中期目標期間の最終年度の財務諸表承認日までとする。また、

財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保する観点から、主務大臣は、法

人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情がない限り、

遅くとも８月末までには承認するよう努める。 

○ 会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得

て継続して同一の会計監査人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査

人と契約することも可能である。主務大臣は、当該法人に対する監査のノウハウ継

続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こうした手法を活用する。 

○ 役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、

説明責任を果たしつつ、適材適所の人材登用の徹底を図る。 

 

(2) 法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入 

○ 役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を

導入する。 

 

(3) 主務大臣による事後的な是正措置 

○ 法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、

主務大臣が違法・不正行為の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるように

する。 

 

４．財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実 

独立行政法人が、法人の長のリーダーシップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い

最大限の成果を上げていくためには、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行

が可能な運営費交付金のメリットを維持する必要がある。一方、運営費交付金は国民か

ら徴収された税金を財源にしていることから、予算の見積りと執行実績を明らかにする

など財務運営の透明性と説明責任を向上させる必要がある。また、法人の主体的な経営

努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善する。 

各法人の給与水準について、その事務・事業の特性等を踏まえた水準とすることがで

きるよう、法人ごとに柔軟な取扱いを可能とする一方、法人及び主務大臣の説明責任を

強化する。 

法人が行う調達について、各法人の事務・事業の特性を踏まえた合理的なものとなる

よう、随意契約によることができる場合を明確化するなどの見直しを行う。 

さらに、これまでの一律的で過度に厳格な運用を見直し、弾力化することと併せて、

法人の業務運営や財務状況等の透明性を向上させるため、国民に分かりやすい形での情

報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。 

 

(1) 財務運営の適正化、説明責任・透明性の向上、経営努力の促進 

○ 法人への運営費交付金が国民から徴収された税金を財源にしていることを踏まえ、
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法人に対し運営費交付金を適切かつ効率的に使用する責務を課す。一方、制度の運

用に当たり、独立行政法人の多種多様な事務・事業の特性や業務運営における自主

性に十分配慮することを明確化する。 

○ 国から事前に使途が特定されない運営費交付金の根幹を維持しつつも、各法人の

事業等のまとまりごとに予算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離があ

る場合にはその理由を説明させることとする。ただし、予算の硬直化につながらな

いよう運用において十分に留意する。 

○ 中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務・事

業の実態やこれまでの効率化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法

人ごとに適切な目標を設定するよう努める。 

○ 法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営

費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込ん

で要求できるものとし、これにより、当該経費に充てる額を運営費交付金の要求額

の算定に当たり減額しないこととする。 

また、法人の事務・事業や収入の特性に応じ、臨時に発生する寄附金や受託収入

などの自己収入であってその額が予見できない性質のものについては、運営費交付

金の算定において控除対象外とする。 

これらの取組のほか、事務・事業の特性や業績評価結果等も踏まえ、メリハリの

ある資源配分を行う。 

○ 毎年度の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らか

にした上で、運営費交付金で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則と

して５割）を経営努力として認めるほか、恒常的な業務であっても新たなテーマや

工夫による取組について新規の利益と認め、前年度実績ではなく過去の平均実績の

利益を上回れば足りることとするなど、認定基準の要件を改善することとする。ま

た、速やかに認定手続を行うこととし、中期計画に定めた範囲で様々な使途に迅速

に活用できることとする。 

○ 法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執

行させるとともに、中期目標期間の最終年度においても経営努力を促すため、繰越

事由を拡大することとし、中期目標期間終了時の積立金のうち、 

・資材調達業者の倒産や震災の影響、共同研究の相手先の研究遅延など自己の責任

でない事由により中期目標期間内に使用できなかった場合 

・中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合 

に該当するものについては、中期目標期間を超える繰越しを認めることとする。 

○ 法人の業務上の余裕金は、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）により、

預金や国債のほか、主務大臣が指定する有価証券等に限定して運用することとされ

ている。しかし、資産運用を行うことを本来の業務としている法人や個別法で例外

規定を設けている法人を除けば、そもそも投機的な金融取引を行ってまで収益を獲

得することが求められているものではないため、主務大臣は、安全資産であること

を十分に確認して有価証券を指定するものとする。 
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○ 法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりご

とに区分された情報を充実するとともに、原則として業務達成基準を採用するなど

の見直しを行う。また、法人における管理会計の活用等により自律的マネジメント

の実現を図る。 

○ 単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付す

ることとし、その上で合理的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。ま

た、単年度の財政措置とすることに伴い、運営費交付金の会計上の取扱い等につい

て、会計基準を見直す。 

 

(2) 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上 

○ 独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期

計画の認可を通して関与するものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員

数は法人の独自の判断で定めることができるなど、法人の自律的な運営が可能とな

っている。現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績給など、

事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。 

しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法

人において業績給等の実施状況を公表させ、その導入を促進する。 

また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績不良者に対する

厳正な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施す

ることにより、業績の向上や業務の効率化を促進する。 

○ 法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就

任することにより法人の事務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見

込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績等にふさわしい水準の報酬を設定する

必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも可能と

する。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証す

るものとする。また、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評

価を十分に勘案するものとする。 

○ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、

参考となる他法人の事例等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、

監事等によるチェックを行うものとする。その上で、主務大臣は法人の説明を検証

し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得られないと認められる場合には、

報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。 

○ 法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である

法人の役職員については職務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・

給与等を勘案し、役職員が公務員である法人の役職員については国家公務員の給与

を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。   

○ 法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業
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がより効果的かつ効率的に実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い

水準を設定することも可能とする。このような柔軟な取扱いにより、給与の水準や

体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や説明責任の一層の確保が重

要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を毎年度公

表するものとする。その際、法人の分類に応じ、 

① 役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法

人と就職希望者が競合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、

当該法人が必要な人材を確保するために当該給与水準とすることが必要である旨

を、その職務の特性を踏まえながら説明するものとする。このうち、特に国家公

務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であることの合

理性・妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。 

②  役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準

が妥当であると考える理由を説明するものとする。 

監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。 

○ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由と

ともに公表する。また、国民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準

そのものの見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。総務省は、主務省か

ら報告を受けて公表する。 

○ また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定す

るなどの仕組みとなっているところ、この改革により各府省評価委員会が廃止され

ることから、今後は、主務大臣の責任の下、今般の報酬・給与の弾力化の趣旨も踏

まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映することができるような

弾力的な仕組みとする。 

 

(3) 調達の合理化 

○ 各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原

則としつつも、事務・事業の特性を踏まえ、随意契約によることができる事由を会

計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施する

こととする。 

総務省は、各法人において会計規程等の見直しを行うに当たり、特殊で専門的な

機器の調達であり相手方が特定される場合など、随意契約によることができる具体

的なケースを各法人に示して、調達の合理化の取組を促進するとともに、現行の随

意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見直しを行い、調達に関する

新たなルールを策定する。 

 

(4) 情報公開の充実 

○ 各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業
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報告書に添付・公表することとし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する。 

○ 各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出

したモデル給与、業績給導入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表する。 

○ 法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表す

る。 

 

５．研究開発型の法人への対応  

(1) 研究開発型の法人に共通に講ずるべき措置 

○ 研究開発型の法人についても、他の独立行政法人と同様に「中期目標管理－評価」

という枠組みが最適であると考えられるが、研究開発業務の特性（長期性、不確実

性、予見不可能性、専門性）を踏まえると、当該法人に期待される研究開発成果の

最大化という観点から、独立行政法人制度の個々のルールや運用を大胆に見直し、

独立行政法人制度の下で、研究開発型の法人の機能の一層の向上と柔軟な業務運営

を確保することが求められる。例えば、中期目標期間について、特に長期的な研究

開発プロジェクトを踏まえた形での設定を可能とすることや、より研究開発業務の

専門性を加味した目標設定・業績評価が行われる必要がある。 

○ こうした点に鑑み、研究開発型の法人については、独法通則法の下、中期目標管

理型の法人、単年度管理型の法人とは異なるカテゴリーの独立行政法人として位置

付けた上で、研究開発成果の最大化を法人の目的とし、そのために必要な仕組みを

整備する。この際、「効率的かつ効果的」という独立行政法人の業務運営の理念の下、

「研究開発成果の最大化」という研究開発型の法人の第一目的が達成できるように

することが必要である。 

○ 具体的には、研究開発型の法人について、上記２．から４．までの中期目標管理

型の法人に対する措置内容を適用しつつ、法律事項としてはさらに以下を規定する。 

・独立行政法人通則法の下、研究開発に係る事務・事業を主要な業務として実施す

る法人を研究開発型の法人として位置付け、中期目標管理型の法人、単年度管理

型の法人とは異なるカテゴリーの独立行政法人であることを明確化する。 

・研究開発型の法人が、研究開発等に係る方針に基づき、大学又は民間企業が取り

組みがたい課題に取り組む法人であることを明示するため、「国立研究開発法人」

（仮称）という名称を付し、法人の目的は「研究開発成果の最大化」であること

を明示する。 

・研究開発成果の最大化という目的に鑑み、主務大臣が定める中期目標に記載すべ

き事項として、研究開発成果の最大化に関することを追加するものとする。 

・研究開発業務に係る目標設定や業績評価については、総合科学技術会議が研究領

域の特性や国際的な水準等を踏まえて指針を策定し、総務大臣は、当該指針を目

標設定及び業績評価に関する指針に反映することとする。主務大臣は、総務大臣

が定める目標設定及び業績評価に関する指針に基づいて、目標設定・評価を行う。 

・研究開発業務の専門性に鑑み、主務大臣が行う中期目標設定や業績評価、中期目
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標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、主務大臣の下

に設置する研究開発に関する審議会が科学的知見や国際的水準に即して適切な助

言を行う。また、同審議会は、必要に応じ、外国人有識者を委員とすることも可

能とする。 

・中期目標期間を長期化し、最大７年とする。 

○ また、運用については、抜本的に見直しを行い、研究開発成果の最大化に資する

ため、以下の運用改善を行っていくこととする。 

・報酬・給与については、現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含め

た業績給など、より柔軟な報酬・給与制度の導入が可能であり、こうした業績給

等の実施状況の公表により、その導入を促進する。 

・法人の長の報酬については、研究開発の特性を踏まえ当該人物が長に就任するこ

とにより法人の研究開発業務がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込ま

れ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績等にふさわしい水準の報酬を設定する必

要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも可能と

する。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証

するものとする。また、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業

績評価を十分に勘案するものとする。 

・給与水準は、研究開発業務の特性等を踏まえ、当該業務がより効果的かつ効率的

に実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも

可能とする。こうした柔軟な取扱いにより、透明性の向上や説明責任の一層の確

保が重要となることに鑑み、給与水準を毎年度公表する際には、必要な人材を確

保するために当該給与水準とすることが必要である旨を、研究職員の特性を踏ま

えながら説明する。 

・目標設定については、総務大臣が示す目標設定及び業績評価に関する指針におい

て、課題解決型の目標設定も可能であることを明示する。業績評価についても、

過去の活動の達成度評価のみではなく、そこまでの成果が更に将来どのような成

果に結びつくのかという将来を見越した評価とするなど、必ずしも定量的実績に

とらわれない評価も可能であることを明示する。 

・研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みを改善し、各

法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則

としつつも、研究開発業務を考慮し、総務省が示す随意契約によることができる

具体的ケースを踏まえ、随意契約によることができる事由を会計規程等において

明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を可能とする。 

総務省は、特殊で専門的な研究開発機器の調達であり相手方が特定される場合や

緊急的な調達など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示し

て、調達の合理化の取組を促進する。また、現行の随意契約見直し計画の枠組み

や契約実績の公表について見直しを行い、調達に関する新たなルールを策定する。 

・上記のほか、２．から４．において、効率化目標の設定や自己収入の取扱い、経

営努力認定、中期目標期間を超える繰越し等について柔軟化を図ることとなって
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おり、研究開発型の法人についても、研究開発の特性を踏まえた柔軟な運用を行

うこととする。 

 

(2) 世界的な研究開発成果の創出を目指す法人に対する措置 

○ 研究開発型の法人のうち、国家戦略に基づき、国際競争の中で、科学技術イノベ

ーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み出すことが期待される法人に

ついては、総合科学技術会議、主務大臣及び法人が一体となって科学技術イノベー

ション政策に取り組んでいくことが必要であり、そのためには、他の研究開発型の

法人よりも、総合科学技術会議や主務大臣の関与を強めることが重要である。また、

こうした法人に対し、その特性に応じた業務運営上の必要な配慮を行っていく場合、

その指針等についてできるだけ法律で規定していくことは望ましい。 

○ 一方で、こうした法人についても、他の独法と同様に、透明性やガバナンス・効

率性を適正に確保していくことが重要であり、事業中立的な総務大臣による横串の

視点からのチェックを行うことが必要である。 

○ こうした観点から、科学技術イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成

果を生み出す創造的業務を担う法人を「特定国立研究開発法人（仮称）」として位置

付け、総合科学技術会議・主務大臣の強い関与や業務運営上の特別な措置等を別途

定めることとし、具体的な措置は、内閣府・総務省共管の別法によることとする。

別法の対象法人については、極力少数に限定することとする。 

○ 別法には以下を含めた事項を盛り込むこととする。 

・研究開発の特性を踏まえた運用を行う。 

・主務大臣が法人と一体となった運営を可能とするため、主務大臣が、法人に対し、

状況の変化に応じた的確な指示を出すことを可能とする。 

・主務大臣は、法人に対し、中期戦略目標（最大７年）を提示することとし、記載

事項は、①研究開発成果最大化に関する事項、②法人の長のマネジメントに関す

る事項、③研究開発活動の改善及び効率化に関する事項等とする。なお、主務大

臣が中期戦略目標を設定する際は、科学技術基本計画等の国家戦略に基づいた目

標を設定すること、「研究開発成果最大化に関する事項」については課題解決型の

目標設定とすること、「研究開発活動の改善及び効率化に関する事項」については、

研究開発の特性に配慮したものとすることが必要である。 

・総合科学技術会議は、主務大臣の中期戦略目標設定及び中期戦略目標終了時の見

直し等に関して、国家戦略の実現の観点から、適切な関与を行う。 

・法人は自己評価を毎年度実施し、主務大臣に結果を報告する。 

・法人の長は、国際競争力の高い人材の確保を図るとともに、職員の能力を最大限

発揮させるため、処遇を含め人事制度の改革、柔軟な給与設定等の必要な措置を

講じ、研究開発成果を最大化できる研究体制を構築するよう努める。 

・法の施行状況等を踏まえ、特定国立研究開発法人の対象を含め、法制度の在り方

の見直しを行う旨を規定する。 
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Ⅲ 独立行政法人の組織等の見直し 

１．組織等の見直しの基本的考え方 

○ 国の政策の実施機関として各法人の担う政策実施機能を最大限向上させるととも

に、適切なガバナンスの下で、業務の質と効率性を向上させることを目的とする。 

○ 「民でできることは民で」という原則に則り、官民の役割分担の明確化、民間能力

の活用等により官の肥大化防止・スリム化を図る。 

○ 民に委ねられる事務・事業については積極的に民間開放、廃止を行う。それに伴い、

組織を存続する必要がない法人は廃止・民営化を行う。また、国、地方公共団体など

公的主体間での適切な役割分担の観点から必要な見直しを行う。 

○ 類似の業務や互いに密接に連関する業務を実施している法人について、これらの法

人を統合することにより政策実施機能の向上や業務の効率性と質の向上が図られる

場合には、統合する。その際、マネジメントが確実に行われ、ガバナンスが的確に発

揮される法人規模という点にも留意する。 

○ 独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがない法人については、他の法人

との統合を検討する。 

○ 法人間における業務実施の連携強化について積極的に取り組むほか、外部委託の活

用の実態等を踏まえながら、事務・事業のスリム化、効率化を一層推進する。 

 

２．各独立行政法人等について講ずべき措置 

各法人等について講ずべき措置は、別紙のとおりとする。 

 

３．法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し 

○ 法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるため、各法人が行う事務・事

業の特性に着目し、これに応じてガバナンスを高度化するなど、制度・運用の見直し

を行うことにより、各法人が期待される政策実施機能を的確に発揮できるようにする

とともに、その効率性を確保することが必要である。 

○ このため、法人が行う以下の６つの業務について、以下の方針でガバナンスの高度

化等の取組を行う。 

 

① 金融業務 

政策的手段として出融資、債務保証等の金融的手法を用いて行う事務・事業 

 

【制度・運用の見直し事項】 

〇 金融業務のリスクを的確に管理するための内部規程等を整備するとともに、外

部有識者等により構成される統合的なリスク管理のための委員会等を設置し、法

人の財務状況やリスク管理状況を専門的に点検する。 

〇 業務の適正性を日常的に確保するため、業務執行やリスク管理を監視する内部

組織（監査部等）を設置する。また、監事のうち１名は原則として常勤とする。 

〇 審査、回収等の金融業務機能の強化を図る観点から、外部専門家等による職員



13 
 

研修を拡充することとし、その実施方針を策定する。 

〇 金融業務の透明性を確保する観点から、事業別の収支情報等を情報開示する一

方、法人の行う金融業務の高い公共性に鑑み、役職員の守秘義務規定を設ける。 

〇 金融庁検査の実効性が確保できる業務については、主務省と金融庁の連携及び

検査体制の整備を図った上で金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に限る。）。 

 

② 人材育成業務 

特定の職業に結び付いた専門性の高い教育を実施することにより、当該職業の中核

的人材を育成する事務・事業 

 

【制度・運用の見直し事項】 

○ 裨益する業界等からの適正な負担を求めるなど、自己収入の拡大や教育内容の

高度化に向けた適切な措置を講じる。 

○ 法人の中期目標について、関係する職業への就職率の目標値や専門の資格・免

許の合格率など、人材育成の成果に関する具体的・定量的な目標を設定する。 

○ 特定職業に係る事業者等との意見交換の場を設けるとともに、法人が業績評価

報告書を作成するに当たって、これらの者の意見を聴き、その意見を反映させる。 

○ 大学その他、官民の教育訓練を行う機関においても類似する人材育成事業が実

施されている法人については、中期目標期間終了時における業務及び組織全般に

わたる見直しに当たり、類似する事業の成果や普及状況を検証し、自らはかかる

事業の伸長を助けその補完に徹するとの観点から、必要な事業規模や内容の見直

しを行う。 

 

③ 文化振興・普及業務 

美術品、文化財、標本等の保存・展示や伝統芸能の公開など、文化芸術等の振興・

普及を行う事務・事業 

 

【制度・運用の見直し事項】 

○ 自己収入を増加し、機能強化を図るため、施設等の貸出し、デジタル画像の活

用拡大等を積極的に進めるとともに、開館時間の延長、会員制度の拡充、展覧会

関連物品の販売促進など、様々な工夫・努力を行う。 

○ 法人間又は周辺の他機関等との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、

公私立の美術館、博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。 

○ 新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積

立金を拡充するなどにより、事業内容を充実させる。 

 

④ 研修施設運営業務 

業務の実施に必要な宿泊研修施設を保有し、運営等を行う事務・事業 
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【制度・運用の見直し事項】 

○ 保有施設について、その必要性を不断に見直すとともに、更なる利用促進に向

けた取組を実施し、施設の稼働率の向上を図る。 

○ 自己収入の拡大を図るため、類似の民間施設の利用料金や当該施設の一般利用

料金との比較等により定期的に料金体系を検証し、必要な措置を講ずる。 

〇 施設管理・運営について、PFI、市場化テスト、民間委託の更なる活用等により、

管理・運営コストの低減を図る。 

○ 一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に

把握できる定量的な目標を設定する。 

 

⑤ 公共事業執行業務 

河川、道路、砂防、港湾、都市開発等の公共的土木工事、森林整備、一部の営繕工

事等に係る事務・事業 

 

【制度・運用の見直し事項】 

○ 法人の組織内における法令遵守体制を強化するため、法令遵守担当理事を設置

するとともに、全職員を対象とした外部専門機関による法令遵守研修を実施する。 

○ 内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査に従事する職員の資質及び能

力の向上を図るとともに、理事長、監事及び内部監査担当職員による重層的な監

査体制を構築する。 

○ 契約の適正性を確保するため、契約担当部署の職員を対象とした専門的研修を

定期的に実施する。 

○ 法人が行う契約に係る監視体制の強化及び充実を図るため、入札監視委員会等

において、一者応札・応募の契約、落札率が高い契約及び独立行政法人と一定の

関係を有するものとして情報公開の対象となっている法人との契約について、全

件を検証し、分析を行う。その他の契約についても、無作為抽出を実施し契約の

点検を強化するなど、審議の充実を図る。 

○ 入札監視委員会等の機能を向上させる観点から、審議の内容や結果を踏まえ、

直接法人の理事長に意見具申できるよう体制を構築する。 

 

⑥ 助成・給付業務 

法人が運営費交付金等を用いて、個人、団体等に対して資金の助成、給付（研究開

発等の資金配分を含む。）を行う事務・事業 

 

【制度・運用の見直し事項】 

○ 不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受

給団体の法令遵守体制の確保のためガバナンス強化の支援に努める。 

○ 不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措
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置の導入を図る。 

○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以

下「補助金等適正化法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等につい

て、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他の用途への使用をした者に

は、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されること

を補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。 

 

⑦ その他横断的見直し事項 

○ 補助金等適正化法等に基づくチェック事項に関する評価の簡素化 

・法令や補助金等交付要綱への適合性や金額の妥当性については、補助金等適正化

法等に基づき主務大臣が毎年度チェックしていることから、中期目標管理におい

ては、これらを除いた業務・財務の改善目標に重点を置きつつ、業務の実施方法

の妥当性や効率性について主務大臣による評価を実施する。 

 

上記の事務・事業の特性に応じた制度・運用の見直しのうち、各法人等について特に講

ずべき措置は、別紙記載のとおりとする。 
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Ⅳ その他新たな独立行政法人制度及び組織への移行に当たっての措置等 

○ 改革を推進するに当たっては、行政サービスのユーザーたる国民の目線を常に念頭に

置くほか、独立行政法人で現在働いている職員の士気の向上や雇用の安定にも配慮する。 

○ 法人の統合は政策実施機能の最大限の向上を図る観点から実施するものであり、時間

軸を持った対応が必要である。このため、統合直後には拙速な組織のスリム化は控える

一方、統合が定着した後は、適切に組織の合理化に取り組む。また、システム統合など

統合を効率的に行うため必要な経費は適切に措置する一方、統合が定着した後は、経費

の合理化に積極的に取り組む。 

○ 各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における業務実施の連携を強化

し、共同調達や間接業務の共同実施を進める。これにより、間接部門の余剰人材の事業

部門への振り分け等を可能にし、全体としての業務の最適化を図る。 

○ 各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フロー・コスト分析に係

る手引き」（平成 25 年８月１日官民競争入札等監理委員会改訂）に示された手法等に

より業務フローやコストの分析を行い、その結果に基づき、民間委託等を含めた自主的

な業務改善を図る。 

○ 各法人の事務・事業に対する国からの支出等や、積立金や一部法人に設置された基金

等も含めた資産について、主務省や第三者機関による評価、行政事業レビューの活用等

により不断の見直しを行う。 

○ 独立行政法人通則法を所管する総務省において、新たな制度や運用の改善が、今般の

改革の趣旨に沿ったものとなるよう、独立行政法人を所管する府省との連携を密にする

とともに、必要な法令・通達のとりまとめを行うなど、制度・組織の円滑な運営に努め

る。 

○ この改革に必要な措置については、法改正を伴わず早期に対応可能な措置は速やかに

実施し、独立行政法人通則法改正など制度面での措置は平成 27 年４月からの改革実施

を目指す。その他各法人の統廃合等に係る措置については平成 27 年４月以降可能な限

り早期の改革実施を目指して迅速に講ずるものとし、具体的な実施時期については主務

省等における検討状況を踏まえ、平成 26 年夏を目途に行政改革推進本部において決定

することとする。 

○ 全体の取組状況について、行政改革推進本部によるフォローアップを実施する。 
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（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各法人等について講ずべき措置 
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内閣府所管 

【国立公文書館】 

○ 公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）附則で定める法施行後５年を

目途とする見直しの中で、法の施行状況や立法府、司法府との関係等も踏まえつつ、組

織の在り方について幅広く検討を行う。 

○ 立法府、司法府からの文書移管が拡大する場合には、文書管理の事務量に応じた負担

の均衡を踏まえた体制の整備を検討する。 

○ 組織の見直しを踏まえた新たな組織への移行が確定するまでの間は、従来の法人形態

を維持し、単年度管理型の法人とする。 

 

【北方領土問題対策協会】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

 

 

消費者庁所管 

【国民生活センター】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 相模原研修施設の再開については、施設の利用見込み、長期を含めたコスト等を総合

的に勘案した上で、平成 26 年夏までに結論を得る。 

○ 東京事務所については、同事務所が合築されている建物に所在する品川税務署の移転

計画が撤回されたことから、引き続き同事務所において業務を実施する。 

 

 

総務省所管 

【情報通信研究機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 情報通信分野における研究開発をより効果的・効率的に進めていく観点から、産業技

術総合研究所及び情報処理推進機構との連携協力を一層強化する。 

 

【統計センター】 

○ 単年度管理型の法人とする。 

○ 国として真に必要な業務の実施に支障が生じないよう配慮しつつ、民間委託等を一層

推進して更なる効率化を図ることにより、平成 25 年度から平成 34 年度末までの 10 年

間に常勤役職員数の 320 人の削減を図る。 
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【郵便貯金・簡易生命保険管理機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 将来的には、管理する債務の減少の状況等を見据えた上で、本法人の解散について検

討を行い、必要な措置を講ずる。 

 

 

外務省所管 

【国際協力機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人と国際交流基金、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所は、事

業の連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持すること

に留意し、共用化又は近接化を進める。 

○ 政府開発援助の事業が適正かつより効果的に実施されるよう、本部だけでなく海外事

務所においても、法令遵守体制を更に強化する。 

○ 研修施設の更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図る。 

 

【国際交流基金】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人と国際協力機構、日本貿易振興機構及び国際観光振興機構の海外事務所は、事

業の連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持すること

に留意し、共用化又は近接化を進める。 

○ 本法人と国際観光振興機構は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の

拡大のため事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成 28 年度末

を目途に共用化することを目標とし、平成 26 年夏までにその具体的な工程表を策定す

る。 

○ 研修施設の更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図る。 

 

 

財務省所管 

【酒類総合研究所】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 日本産酒類の輸出促進という新たな政策課題に対する取組等の業務の拡充について

は、中小企業に過大な負担とならないよう配慮しつつ、民間による応分の負担を求める

とともに、他の研究機関等との連携を強化する。 

○ 東京事務所については、施設の文化財的価値にも配慮した上で、廃止を含め組織・業

務の抜本的な見直しを検討する。 
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【造幣局】 

○ 単年度管理型の法人とする。  

 

【国立印刷局】 

○ 単年度管理型の法人とする。 

 

【日本万国博覧会記念機構】 

○ 独立行政法人日本万国博覧会記念機構を廃止する法律（平成 25 年法律第 19 号）の規

定に基づき、廃止する。 

 

 

文部科学省所管 

【国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館、教員研修セ

ンター】 

○ 上記４法人については、それぞれ中期目標管理型の法人とする。 

○ 上記４法人については、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施

すべく、共同実施が可能な対象業務の選定、費用対効果、具体的な方法等について法人

間で検討を行い、平成 26 年夏までに結論を得て、順次実行に移す。 

○ 上記４法人が保有する宿泊研修施設について、その必要性を不断に見直すとともに、

更なる利用促進に向けた取組を行い、稼働率の向上を図るとともに、定期的に料金体系

を検証し、自己収入の拡大を図るために必要な措置を講ずる。 

  また、民間委託の更なる活用、PFI 等により、当該宿泊研修施設の管理・運営コスト

の削減を図る。 

  なお、一層の業務の効率的な運営等を図るため、中期目標等において、成果を的確に

把握できる定量的な目標を設定する。 

○ 国立女性教育会館については、主務省が主体となって、女性教育にとどまらない幅広

い男女共同参画の推進に関する業務を明確に位置付け、政策実施機能の強化の内容を関

係府省と検討した上で、内閣府との共管化等について平成 26 年中に結論を得る。 

○ 教員研修センターについては、間接業務を含む業務の更なる効率化を進めつつ、本法

人の機能強化のため、教育委員会、大学等との連携の更なる推進、研修対象の拡大を平

成 26 年度から実施する。また、教員養成を行う大学の教員に対する研修については、

その実施に向けて速やかに関係者と協議を行い結論を得る。 

 

【大学入試センター】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 大学入試改革を踏まえ、本法人の役割、国費への依存度、試験の性格・内容等を勘案

し、本法人を独立行政法人とする必要性について検証する。 
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【国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会】 

○ 上記４法人については、それぞれ中期目標管理型の法人とする。 

○ 上記４法人については、自己収入を増加して、機能強化を図るため、施設等の貸出し、

デジタル画像の活用拡大等を積極的に進めるとともに、開館時間の延長、会員制度の拡

充、展覧会関連物品の販売促進など、様々な工夫・努力を行う。 

  法人間又は周辺の他機関等との共同調達や広報活動等の連携を行うとともに、公私立

の美術館、博物館、劇場とも事業の連携を行い、各法人の機能強化を図る。 

新たなテーマの展覧会等による利益を経営努力認定の対象として認め、目的積立金を

拡充するなどにより、事業内容を充実させる。 

○ 日本芸術文化振興会の助成事業については、不正防止策を強化するとともに、受給団

体のガバナンス強化に対する支援を行う。 

 

【物質・材料研究機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

 

【防災科学技術研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 東日本大震災以降、国民的要請が高まっている海溝型巨大地震に関する研究機能の強

化の必要性から、現在、南海トラフ海域において海洋研究開発機構が整備を進めている

地震・津波観測監視システム（DONET）について、その整備が終了した際には、同シス

テムを本法人に移管することにより、海底地震・津波観測網の一元的な管理運営を行う。 

○ 防災・減災分野における海洋研究開発機構との人事交流を促進するなど、同機構との

連携をより一層強化する。 

 

【放射線医学総合研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 

 

【科学技術振興機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 学術研究の成果を科学技術イノベーションに資する研究につなげていくため、日本学

術振興会との連携を強化する。 

○ 本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、所

要の人員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。 

○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金や民間からの

資金等を用いて大学等機関への委託を行う研究開発業務について、不正防止策を強化す

るとともに、委託先機関のガバナンス強化に対する支援を行う。 
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【日本学術振興会】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 科学技術振興機構との連携を強化する。 

○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの補助金等を用いて行う資金

の助成・給付業務について、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強

化に対する支援を行う。 

 

【理化学研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 

 

【宇宙航空研究開発機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

 

【日本スポーツ振興センター】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 国からの運営費交付金や民間からの資金等を用いて行う資金の助成・給付業務につい

て、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強化に対する支援を行う。 

 

【日本学生支援機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図る。 

○ 現在、売却見込みの立っていない国際交流会館等については、留学生交流の場として

の活用も含め、経済性を勘案しつつ総合的に処理方針を検討し、平成 26 年夏までに結

論を得る。 

 

【海洋研究開発機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 南海トラフ海域において本法人が整備を進めている地震・津波観測監視システム

（DONET）について、その整備が終了した際には、同システムを防災科学技術研究所に

移管する。 

○ 防災・減災分野における防災科学技術研究所との人事交流を促進するなど、同研究所

との連携をより一層強化する。 

 

【国立高等専門学校機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

 

【大学評価・学位授与機構、国立大学財務・経営センター】 

○ 上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。 
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【日本原子力研究開発機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 安全の絶えざる向上を求めつつ、原子力研究開発機関として課題解決を行う組織に改

めるため、高速増殖原型炉もんじゅの運転管理体制の改革、業務の重点化など、組織体

制及び業務の抜本的な改革を進める。 

 

 

厚生労働省所管 

【国立健康・栄養研究所、医薬基盤研究所】 

○ 上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。 

○ 医療分野の研究開発に係るファンディング機能を集約して一元的な研究管理を行う

独立行政法人日本医療研究開発機構（仮称）の設立に当たっては、日本再興戦略（平成

25 年 6 月 14 日閣議決定）において、「スクラップアンドビルド原則に基づき行うことと

し、公的部門の肥大化は行わない」とされていることを踏まえ、当該法人の設立に伴う

法人数１の増は、上記２法人の統合による法人数１の減をもって充てる。 

○ 医薬基盤研究所がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング

機能及び創薬支援業務は、所要の人員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。 

○ 希少疾病用医薬品等開発振興事業については、健康・医療戦略（平成 25 年６月 14 日

関係大臣申合せ）において、「希少疾病用医薬品・医療機器の指定制度・助成金や専門

的な指導・助言体制の充実・強化を行う」とされたことを踏まえ、上記２法人の統合後

の法人において、その充実・強化を図る。 

○ 国立健康・栄養研究所による栄養表示に関する収去試験の実施は、今後、食品表示法

に基づく民間の登録検査機関による実施状況に応じて、縮小する。 

 

【労働安全衛生総合研究所、労働者健康福祉機構】 

○ 上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。 

○ 国が委託事業として実施している産業保健支援に関する事業及び化学物質の有害性

調査（日本バイオアッセイ研究センター事業）については、統合法人の業務として集約

し、一元的に実施する。このため、産業保健推進センター事業に係る従前の「ブロック

化」の方針を見直すとともに、関連する組織・予算の徹底した合理化を行う。 

○ 労災病院については、法人本部が各病院の運営実態を的確に把握し、内部統制が有効

に機能する体制を構築するとともに、その実効性を検証しながら、信頼性ある病院運

営・指導体制の確立に努める。 

 

【勤労者退職金共済機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高
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度化を図る。特に、中小企業退職金共済事業における資産の運用実績を踏まえ、実効性

あるリスク管理体制を整備する。 

○ 中小企業退職金共済事業について、未請求退職金発生防止及び短期離職者対策の強化

に加え、転職した際の退職金の通算措置期間の延長等を通じた事務の効率化を進め、当

該事業における事務費の国庫補助の縮減を図る。 

 

【高齢・障害・求職者雇用支援機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ ポリテクセンター（職業能力開発促進センター）・ポリテクカレッジ（職業能力開発

大学校・短期大学校）は、都道府県への譲渡が現実的に進まないことから、本法人が引

き続き運営する。ただし、個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方につい

ては、利用状況等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

○ 本法人の地方組織であるポリテクセンター・ポリテクカレッジ、高齢・障害者雇用支

援センター及び地域障害者職業センターは、機能の融合による効果的・効率的な組織体

制を構築する観点から、一元化する。 

 

【福祉医療機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図るとともに、福祉貸付事業及び医療貸付事業については、金融庁検査を導入す

る。 

○ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、資金の効率的運用の観点から、現在

年１回とされている回収金の国庫納付を定期的に行えるよう所要の措置を講じる。 

 

【国立重度知的障害者総合施設のぞみの園】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

 

【労働政策研究・研修機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 労働行政担当職員研修（労働大学校）については、政策研究機能と研修機能が同じ組

織の下で一体的に運営され、高い相乗効果を発揮していることを踏まえ、引き続き本法

人が実施する。 

○ 現中期目標期間中に平成 25 年度の常勤職員数から５人以上削減するとともに、法定

理事数を１名削減する。 

 

【国立病院機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 政策医療を確実に実施しつつ、より柔軟かつ弾力的な業務運営に資するよう、本法人

の役職員身分は非公務員化するが、職務上の公益性・公共性が極めて高いことから、み
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なし公務員に係る所要の措置を講じる。 

○ 診療事業は全て自己収入で行っていることにかんがみ、積立金は、次期の中期目標期

間中に必要な施設整備等の財源に充てられるよう配慮する。 

 

【医薬品医療機器総合機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 日本再興戦略を踏まえ、医薬品・医療機器の審査ラグ「０」の速やかな実現を目指す

とともに、審査の迅速化と質の向上を図る観点から、自己財源も活用し、本法人の体制

強化を図る。 

○ その際、高度で専門的な人材確保ができるよう、任期制・年俸制の導入も検討する。 

 

【年金・健康保険福祉施設整理機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 独立行政法人地域医療機能推進機構への改組に当たり、法人本部が各病院の運営の実

態を的確に把握し、内部統制が有効に機能する体制を構築するとともに、その実効性を

検証しながら、信頼性ある病院運営・指導体制の確立に努める。 

○ 地域医療に対する医療法体系に基づく国の役割を踏まえ、将来的には、地域における

医療機能の状況に配慮しつつ、地域医療機能推進機構に対する国の関与をなくす方向で

検討する。 

 

【年金積立金管理運用独立行政法人】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 運用委員会について、複数の常勤委員を配置し、資金運用の重要な方針等について実

質的に決定できる体制を整備する。 

○ 高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・

年俸制の導入を検討する。 

○ なお、資金運用の観点から行う公的・準公的資金の運用の見直しやリスク管理体制等

のガバナンスの見直し等に係る有識者会議の提言については、それを踏まえ、今後厚生

労働省において、当該資金の規模・性格に即して、長期的な健全性の確保に留意しつつ、

主たる事務所の所在に関することも含め必要な施策を迅速かつ着実に実施すべく所要

の対応を行う。 

 

【国立高度専門医療研究センター（国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国

立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、

国立長寿医療研究センター）】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 上記６法人間において、共同して実施した方が効果的・効率的な業務の共同化や人事

交流を更に推進する。 

○ 分野横断的な疾患や未知の疾患などその時々の政策課題により柔軟に対応し、研究開
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発力の一層の向上を図る観点から、将来的には、上記６法人の統合など国立高度専門医

療研究センター全体としての組織の在り方について検討を行う。 

 

 

農林水産省所管 

【農林水産消費安全技術センター】 

○ 単年度管理型の法人とする。 

○ 農薬等の登録検査業務に関しては、生産コスト削減に向けた政策に配慮しつつ、関係

府省と協力して、審査期間の短縮、申請方法の見直し等により申請者の負担軽減を図り

ながら、検査コストに見合った適正な金額に手数料を改めるとともに、手数料の算出根

拠の透明化を図る。 

 

【種苗管理センター、農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技

術研究所】 

○ 上記４法人を統合し、研究開発型の法人とする。 

○ その際、新たな法人は、研究開発業務と、種苗審査に係る栽培試験等の種苗管理業務

という性格の異なる業務を実施することとなるため、試験制度の公正性・信頼性の確保

の必要性等も考慮し、種苗管理センターの名称を維持することに加え、理事長及び研究

開発業務を担当する副理事長以外に同センター担当の代表権を有する役員を置く。 

 

【家畜改良センター】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 種畜等の生産・供給業務については、全国的な視点での畜産物生産という用途に真に

必要な業務に重点化するとともに、牧場での飼料生産等の業務について、段階的に民間

への委託又は都道府県への移管を図る。 

 

【水産大学校、水産総合研究センター】 

○ 上記２法人を統合し、研究開発型の法人とする。 

○ 人材育成業務、研究開発業務それぞれの自立性に配慮した内部ガバナンスを構築する

こととし、水産大学校においては、その名称、立地（下関市）、施設を維持し、代表権

を有する役員を置く。 

○ 人材育成業務については、裨益する業界等も含めた取組により、事業者等の要請に的

確に応えつつ、質の高い教育が持続可能な形で行われるよう、自己収入の拡大や教育内

容の高度化に向けた適切な措置等を講じる。 

 

【国際農林水産業研究センター】 

○ 研究開発型の法人とする。 
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【森林総合研究所、森林保険特別会計】 

○ 森林保険特別会計を平成 26 年度末までに廃止し、森林保険業務は森林総合研究所に

移管する。その際、異常災害等のリスクに備えるため、政府による債務保証を行う。森

林保険の被保険者の利便性を低下させないよう対処するとともに、他の業務と経理を区

分し、金融業務の特性を踏まえ、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、内部

ガバナンスの高度化を図る。森林保険に係る積立金については、その規模の妥当性を定

期的に検証し、過去の保険金支払状況等に基づき算定される保険料率について、その結

果も踏まえ見直しの措置を講じる。 

○ 研究開発型の法人とする。ただし、中期目標期間は５年とする。 

○ 水源林造成事業については、受け皿法人の検討について、現中期目標期間終了時まで

に結論を得る。 

○ 水源林造成事業等は、国の財政支出や財政融資を用いて、多額の契約を行い、公共事

業を実施していることから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよ

う、法令遵守及び契約の適正性を確保するための体制の強化を図る。 

 

【農畜産業振興機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人からの補助金等の交付により造成した基金のうち後年度負担額が明確な事業

の基金については、毎年度、当該基金を保有する法人に見直しを行わせ、支払い財源等

として必要のない額を返還するなどにより、基金規模の適正化を図るよう指導する。 

 

【農業者年金基金】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人が行う年金事業については、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、

金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図る。 

○ 本法人が実施する農業者年金と全国農業みどり国民年金基金が実施するみどり年金

について、加入等の手続の円滑化や効果的な加入推進が図られるよう、同国民年金基金

の意向を踏まえつつ、両者の一体的な情報提供など、連携・協力を深める。 

 

【農林漁業信用基金】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 主務大臣が民間等の出資者や外部の有識者のうちから任命した委員から成る運営委

員会（仮称）を設置し、重要事項の審議を行わせる。 

○ また、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナン

スの高度化を図るとともに、農業信用保険事業、林業信用保証事業及び漁業信用保険事

業については、金融庁検査を導入する。 
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経済産業省所管 

【経済産業研究所】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 政策研究に係る資源配分を効率化しつつ、本法人の機能の一層の向上を図る観点から、

国内外の政策研究機関との連携強化を進める。 

 

【工業所有権情報・研修館】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

 

【日本貿易保険、貿易再保険特別会計】 

○ 国の政策意図の反映など国との一体性を高めつつ、経営の自由度、効率性、機動性を

向上させるため、全額政府出資の特殊会社に移行する。 

○ 貿易再保険特別会計は、平成 28 年度末までに廃止し、その資産及び負債は本法人に

承継する。 

○ 全額政府出資の特殊会社化に当たっては、貿易再保険特別会計の廃止に伴い、貿易保

険の特性を踏まえた経済産業大臣による指揮監督、本法人の保険金支払いに係る債務等

に対する政府保証、必要な税制措置、予算管理及び組織・事務の機動性確保のための措

置を検討する。 

なお、本法人が保有する将来の保険金支払いのための準備金については、定期的に規

模の妥当性を検証し、その結果も踏まえ、保険料率等の見直しの措置を講じる。 

 

【産業技術総合研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 光ネットワーク技術の研究開発を更に進める観点から、情報通信研究機構との連携協

力を一層強化する。 

 

【製品評価技術基盤機構】 

○ 単年度管理型の法人とする。 

 

【新エネルギー・産業技術総合開発機構】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 本法人がこれまで実施してきた医療分野の研究開発に係るファンディング機能は、所

要の人員も含め日本医療研究開発機構（仮称）に移管する。 

○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの運営費交付金及び補助金等

を用いて行う研究開発業務や助成業務について、不正防止策を強化するとともに、受給

先のガバナンス強化に対する支援を行う。 
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【日本貿易振興機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 中小企業基盤整備機構の地方事務所との共用化又は近接化を推進し、中小企業の海外

展開支援が一体的に行えるよう、一層の連携協力を図る。 

○ 本法人と国際協力機構、国際交流基金及び国際観光振興機構の海外事務所は、事業の

連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留

意し、共用化又は近接化を進める。 

 

【情報処理推進機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 情報セキュリティ問題への取組を更に強化する観点から、産業技術総合研究所及び情

報通信研究機構との連携協力を一層強化する。 

 

【石油天然ガス・金属鉱物資源機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ リスクマネー供給業務については、出資採択の審査や個別プロジェク卜の管理を厳格

に行うとともに、財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部

ガバナンスの高度化を図る。 

 

【中小企業基盤整備機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図るとともに、高度化事業については、金融庁検査を導入する。 

○ 中小企業大学校は、中小企業に真に必要な研修機会を維持しつつ、研修内容の重点化

を進めるとともに、研修企画業務以外の運営業務に係る市場化テストによる業務の効率

化や宿泊研修施設の稼働率の向上を図る。これらの取組状況を踏まえ、宿泊研修施設に

ついて、国として保有しなければならない必要性の有無を判断する。 

○ 日本貿易振興機構の地方事務所との共用化又は近接化を推進し、中小企業の海外展開

支援が一体的に行えるよう、一層の連携協力を図る。 

 

 

国土交通省所管 

【土木研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 

○ 本法人と建築研究所は、共同調達の実施等により、業務の効率化を図る。 

 

【建築研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 
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○ 都市再生機構技術研究所を将来的に本法人に移管することを検討し、平成 26 年中に

結論を得る。 

○ 本法人と土木研究所は、共同調達の実施等により、業務の効率化を図る。 

 

【交通安全環境研究所、自動車検査独立行政法人】 

○ 上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。 

○ 統合後の新法人については、国から移管される登録関係業務を適正かつ円滑に実施す

るための所要の体制を確保する。また、新法人では、国から移管される国の責務の下で

行ってきた事務を含め、自動車の保安基準への適合性審査等の業務が人員・予算規模の

大宗を占めることとなるが、交通安全環境研究所の研究部門は、自動車における我が国

技術の国際標準獲得や鉄道インフラの戦略的な海外展開等において重要な役割を引き

続き担う必要があるため、従来、交通安全環境研究所が有していた国際標準に係る国際

会議の対応体制、他国の研究機関とのハイレベルの連携、対外的プレゼンス等の研究部

門としての必要な機能が研究開発を主とした法人ではなくなることにより損なわれる

ことがないよう、統合に当たっては、交通安全環境研究所の名称を維持するとともに代

表権を有する役員を置く。 

また、研究業務の特性を踏まえた目標設定・評価を行うなど弾力的な対応を行う。 

 

【自動車安全特別会計・自動車検査登録勘定】 

○ 自動車検査登録業務のうち、登録基準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検

査独立行政法人に移管し、これに伴い所要の人員を同法人に移管する。事務及び人員の

移管は、平成 28 年度から順次速やかに実施し、平成 30 年度開始までに完了するものと

する。 

○ 平成 29 年度までに自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、全国展開

や対象手続の拡大により抜本的に拡大するとともに、新技術に対する検査の効率化を進

め、体制のスリム化や手数料の引下げを含め、業務の効率化・合理化による利用者の負

担軽減及び利便性向上を図る。 

○ 上記の取組を前提に、引き続き受益と負担の関係を明確にさせるため、自動車安全特

別会計自動車検査登録勘定は存続させる。 

○ 今後とも、無駄の排除を徹底するとともに、区分経理の必要性等につき不断の見直し

を行う。 

 

【海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所】 

○ 上記３法人を統合し、研究開発型の法人とする。 

○ 組織の統合に当たっては、立地場所が離れており研究分野が大きく異なる中でも、運

輸産業の国際競争力の強化や海洋の利用推進等を技術面から支えるため、各研究所が有

する研究開発業務上の特性・プレゼンスを損なうことがないよう、各研究所の名称を継

続的に使用するとともに、重大事故、災害発生時等の緊急時の柔軟な対応及び迅速な意

思決定を確保する。 
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【航海訓練所、海技教育機構】 

○ 上記２法人を統合し、中期目標管理型の法人とする。 

○ 統合法人は、船員養成機関の核となり、日本人船員の育成・確保の充実につながるよ

う商船系大学・高専、海運業界との連携・協力の強化を検討するとともに、自己収入の

拡大や教育内容の高度化に向けた適切な措置等を講ずる。 

○ 海運業界を始めとする関係者の受益者負担については、その対象は教育直接経費では

なく人件費を含む全費用であるという観点から、引き続き段階的にその拡大を図ること

を検討する。 

 

【航空大学校】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ パイロット養成業務については、今後の需要増大への対応として、航空会社における

自社養成のインセンティブ拡大や私立大学等への技術支援等の取組により、民間におけ

るパイロット養成の規模拡大及び能力の向上を図り、将来的に民間において十分なパイ

ロット養成が可能となった段階で、より多くの部分を民間に委ねていく。 

○ こうした方向性の下、負担の公平性、妥当性に留意し、能力ある学生を引き続き広く

募集する必要性も踏まえつつ、航空会社の負担金の引上げなど、適正な受益者負担の在

り方について検討する。 

 

【鉄道建設・運輸施設整備支援機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人は、国の財政支出や財政融資を用いて、多額の契約を行い、公共事業を実施し

ていることから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵

守及び契約の適正性を確保するための体制の強化を図る。 

○ 法令遵守体制の強化に当たっては、担当理事の設置、研修の充実化等の措置を行うと

ともに、内部監査の実効性を確保する観点から、関係職員の能力の向上を図りつつ、理

事長及び監事も含めた重層的な監査体制を構築する。 

○ 契約の適正性及び競争性を確保する体制の強化に当たっては、入札監視委員会等にお

いて、高落札率案件の全件審議等による審議件数の拡大、支社・局単位での審議の実施、

並びに理事長に対する審議結果の報告及び意見具申の仕組みの確立を行うなど、契約の

監視体制の強化を図る。 

○ 船舶関係業務については、共有建造事業において多額の繰越欠損金を抱えていること

から、繰越欠損金の具体的な削減計画を策定し、その解消に向け着実な縮減を図るとと

もに、財務の健全性及び適正な業務運営を確保するため、金融業務に係る内部ガバナン

スの高度化を図る。 

 

【国際観光振興機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 
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○ 本法人と国際協力機構、国際交流基金及び日本貿易振興機構の海外事務所は、事業の

連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持することに留

意し、共用化又は近接化を進める。 

○ 本法人と国際交流基金は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の拡大

のため事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成 28 年度末を目

途に、国際交流基金における受入体制が整い次第共用化することを目標とし、平成 26

年夏までにその具体的な工程表を策定する。 

○ 観光庁が実施する訪日プロモーション事業については、事業効果を最大化し訪日外国

人旅行者数の一層の拡大を図るため、海外の民間事業者のニーズに即応できる体制の整

備を行うことが必要であり、原則として本法人が発注主体となって実施する。 

  本法人を発注主体とするに当たっては、観光庁及び本法人の総職員数の厳格な管理、

予算の適切な執行、契約に係る適正性の確保及び情報の公開、中期目標期間終了時の国

庫納付等の措置を講ずる。 

 

【水資源機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人の吉野川局について、その機能を維持しつつ、関西支社との組織統合の実現の

ため、利水者及び関係府県との調整を行う。 

○ 総合技術センターの水理実験施設については、現在実施している建設事業が終了した

段階で、敷地の処分を行う。 

○ 用水路管理業務については、「維持管理業務等民間委託拡大計画」に基づき民間委託

を拡大する。また、その他の業務も含め、定年退職者の活用によりコストの縮減を図る。 

○ 国の財政支出や財政融資を用いて多額の契約を行い、公共事業を実施していることか

ら、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守及び契約の

適正性を確保するための体制の強化を図る。 

 

【自動車事故対策機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 安全指導業務については、運輸業の事業者団体等に重点をおいて、民間参入を促進す

るとともに、その取組についての工程表を平成 25 年度中に作成し、着実な実行を図る。 

○ 自動車アセスメント業務については、引き続き本法人で実施する。 

 

【空港周辺整備機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人が行う福岡空港の周辺環境対策は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営

等に関する法律（平成 25 年法律第 67 号）に基づき、福岡空港の民間委託を行うことと

なる際に、新たな空港運営主体に業務移管する方向で検討が進められている。 

福岡空港について民間委託の手続を進める際には、周辺地域の理解を得る観点から

も、丁寧な手続を踏む必要があることから、業務移管に当たっては、必要な経過措置等
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も含めた業務の適正かつ円滑な実施を確保する。 

本法人の業務が全て終了した段階で、本法人は廃止する。 

 

【都市再生機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112

号）の趣旨も踏まえ、急速な高齢化が見込まれる地域に存する団地について、本法人の

経営を悪化させないよう留意の上、福祉医療施設の誘致等を推進する。 

○ 東京都心部の高額賃貸住宅（約 13,000 戸）については、平成 26 年度から順次、サブ

リース契約により民間事業者に運営を委ね、将来的に、賃貸住宅事業の経営の過度な負

担とならない限り、売却する。 

○ 居住者の居住の安定に配慮した上で、定期借家契約の活用等により収益性が低い団地

の統廃合等を加速する観点から、「UR 賃貸住宅ストック再生・再編方針」に基づく具体

的な実施計画を平成 26 年度中に策定する。 

○ 関係会社が行う賃貸住宅の修繕業務について、平成 26 年度からの３年間で平成 25 年

度比 10％のコスト削減を図る。また、その達成状況を見極めた上で、本法人との資本関

係や業務の範囲等の当該関係会社のあり方について平成 29 年度中に結論を得る。 

○ 平成 26 年から、稼働率など需給の状況に応じた募集家賃の引下げや引上げを機動的

かつ柔軟に行うとともに、平成 27 年度中に継続家賃の引上げ幅の拡大等の家賃改定ル

ールの見直しを行い、適切な家賃収入を確保する。また、低所得の高齢者等に対する政

策的な家賃減額措置について、公費で実施することを検討し、平成 26 年度中に結論を

得る。 

○ 都市再生事業について、開発型 SPC（特別目的会社）の活用など民間との連携手法を

多様化することにより、民間支援を強化するとともにリスクに見合った適正な収益の確

保を図る。 

○ ニュータウン事業について、平成 25 年度までに完了しなかった工事を早期に完了さ

せるとともに、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつつ、平成 30 年度までの土地

の供給・処分完了に向けた取組を促進する。 

○ 人員規模については、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決

定）に基づき、平成 25 年度末において平成 20 年度末に比べて２割削減するとの目標は

達成する見込みであり、東日本大震災に係る体制強化の必要性もあることから、当面、

現在の水準は維持することとする。 

○ 関係会社について、役割や組織の在り方、本法人との契約の在り方について整理した

上で、平成 30 年度までにその数を半減する。 

○ 都市再生機構技術研究所を将来的に建築研究所に移管することを検討し、平成 26 年

中に結論を得る。 

○ 上記の改革を進めるにあたり、５年、10 年、20 年を区切った経営改善計画を作成す

るとともに、民間出身の役職員の活用拡大を含め、民間のノウハウを採り入れた実施体

制の構築を図る。 
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○ 本法人は、国の財政支出や財政融資を用いて多額の契約を行い、公共事業を実施して

いることから、事業の実施において、法人に対する信頼性が確保されるよう、法令遵守

及び契約の適正性を確保するための体制の強化を図る。 

 

【奄美群島振興開発基金】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 本法人の財務状況を着実に改善するため、リスク管理債権比率及び繰越欠損金の削減

の具体的な計画を策定するとともに、平成26年度から始まる次期中期計画に反映する。 

○ 財務の健全性及び適正な業務運営の確保のため、金融業務に係る内部ガバナンスの高

度化を図るとともに、金融庁検査を導入する。 

○ 本法人の金融業務における審査体制やコンサルティング機能の強化を図るため、日本

政策金融公庫との統合の可能性も視野に入れつつ、人事交流、業務連携等を実施するな

ど、同公庫等との連携を図る。 

 

【日本高速道路保有・債務返済機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第５条において「機

構は、主たる事務所を神奈川県に置く」と規定されていることから、経過的に東京都に

置かれている主たる事務所を平成 27 年３月末までに神奈川県に移転する。 

 

【住宅金融支援機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 証券化支援業務について、本法人の MBS に対する市場の信認を維持するためには、経

営の健全性を維持することが重要であることから、中立的立場の外部有識者により構成

される第三者委員会を本法人に設置し、過度な規模拡大の防止や民業補完の視点を踏ま

えた上で、本法人の事業運営の妥当性を審議するとともに、その概要を開示する。 

○ 民間金融機関の住宅ローンが変動金利型中心である現状に鑑み、当面は、本法人の MBS

の発行額の平準化を図り、ベンチマーク性を高めることで民間による MBS の発行の活性

化及び流動性の向上を促し、我が国の証券化市場を育成する。また、MBS 発行を図る民

間金融機関等との対話を継続的に行い、ニーズを迅速に把握する。 

○ 平成 28 年度末までに北関東支店、南九州支店を他支店と統合する。 

 

 

環境省所管 

【国立環境研究所】 

○ 研究開発型の法人とする。 
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【環境再生保全機構】 

○ 中期目標管理型の法人とする。 

○ 旧環境事業団から承継した債権管理回収業務については、債権の回収状況を踏まえつ

つ、次期中期目標期間中に、業務の実施体制の見直しを行い組織の縮減を検討し、その

結論を得る。 

 

 

原子力規制委員会所管 

【原子力安全基盤機構】 

○ 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律（平成 25 年法律第 82 号）の規

定に基づき、廃止する。 

 

 

防衛省所管 

【駐留軍等労働者労務管理機構】 

○ 単年度管理型の法人とする。 

○ 支部組織における組織のフラット化、本部組織における部課の統合、国家公務員身分

を有する期間業務職員の更なる活用による人件費の削減等の取組を、平成 27 年度から

開始し段階的に拡大していくことにより、業務の一層の効率化を図る。 

○ 平成 27 年度中に、常勤理事２名のうち１名を非常勤化する。 


